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公正取引委員会からの排除措置命令の取消訴訟に係る判決等について 

  

当社は、リニア中央新幹線に係る地下開削工法による品川駅及び名古屋駅新設工事に関す

る独占禁止法違反として、2020 年 12 月 22 日に公正取引委員会から排除措置命令を受け、2021

年 3 月 1 日に本件排除措置命令を不服として排除措置命令の取消訴訟を提起しておりました

が、2024 年 6 月 27 日東京地方裁判所より、当社の請求を棄却する判決が言い渡されました。 

当社は独占禁止法違反には該当しないとして、一貫して排除措置命令の取り消しを求めて

まいりましたが、判決において当社の主張が認められなかったことは誠に遺憾であり、到底

受け容れられるものではないため、本日、東京高等裁判所に控訴の申立てを行いました。 

株主の皆様をはじめ、ご関係の皆様には多大なご心配をおかけしておりますことを、深く

お詫び申し上げます。 

以上 


